
様式第9・月の2 (第玲条第」項関係)

那業の麺類

労勧者派遣業

漂則 8:00-16:45

下記②に該当しない労働者

エムシーパートナーズ株式会社西日本センター広島オフィス

時冏外労働をさせる

必要のある具体的事由

間が限定される業務価部寺の注文、納期

定)、あるいはその他繋急に事務処理を要

る必要の紡るとき。

幾械設傭等緊急の修繕、生産調整・管理等

緊急対応、定修時の樂務、劭るいは従業員

欠勤その他不測の欠員を生U、業務に支障を

たすとき。

修時等の緊急受付対応、あるいは従業員

こ欠勤その他不測の欠員を生U、業務に支障

ときたすとき。

1年単位の変形労働時綱制2

那業の名称

時問外労働

休日労働

にょり労鋤する労働者

に関する脇定届

原則 8:00-16:45

業務の駈擬

間が限定される業務瑞即寺の注文、納期改定)、あるいはその他緊急、に事務

凡理を要する必要のあるとき。

機械設備等緊急の修繕、生産調整・管理等の緊急、対応、定修時の業務、ある

いは従業員欠勁その他不測の欠員を生じ、業務に支降をきたすとき。

1か月3日

休日労働をさせる必要のある具体的事由

(〒739 -0693 )

広島県大竹市御幸町20-1

(電話番号 :0837

那務開係業務

労働保険番号

疋修時等の繋急受付対応、あるいは従業員に欠勁その他不測の欠員を生じ、業

矧こ支障をきたすとき。

労働者数
泌 18戚

(以ゆ行)

法<番号

所定労働時問
(1Π)

(任女コ

生産関係業務

回團田回田圏田團畢圀圏劉團圃ロロロロ
途鈎圓鬮し塑Jし_^L豊」1●^刈

事業の所在地(電話番号)

ビジネスサホート拠務

(受刊'・営業・滑掃・その

他)

上記で定める時問数にかかわらず、時問外労鋤及び休日労働を合算した時問数は、

3名 7時問45分

'ー、、,,,.ナ:所if勇何時問菱
1'定労働野問と超、る俳・.問捗

,(任意)

回田回回國田田團圃脚團團口

鮎名

1日

7時問45分

8時間' 8時間15分
.

戸『"『"『「戸"『戸,「「"「「戸『"『,一「、『,「『戸『"●『,ー,^戸「"、"「"『一戸.戸,^,ー,『r『,『.、1一『一,「"

器名

延長するこ

52

1簡月(①については45時問ま

7時間45分

で,②については42吋問まで)

、..,.、..艸,,'゛.,オ:所楚勇'佃川寺1寄、を
法定労鯏叩寸1阿と超、 711!・問数

'h l (任意)

禁務の種類

とができる時問数

8時間

事務開係業務

2 0 1 4 )

45時問

,「戸『"『""』,.^,,ト1 、ι".、.一『、、, L 、^rl一『、、、『^『『 L^『,「『""ーー、「、ー,LJ,]"

45時問

45時問
一

.

ピジネスサポート業務

(受付,'営拠・t削吊・その

他)

生産関係業務

2022年4月1日から 1年問

8時問 15分

8時澗

労働者数

恊定の有効期澗

満Ⅲ歳

以 1二の打

叶.r【,『,『r『[【戸〒,戸〒〒『「r『「『一酢「"、区,^.^.「一1[一「[.『[「...『,ー.戸、戸,ト、「

1か月3日

1年(①については360時問ま
で,②についτは噐0側H乱まで)

_■1品 1み?讐昆,"1月__
、. Yeリ,,1、,ナ:所、セ勇「爾時問菱
法定光'例叩゛問を:超,る世問数

,(任意)

8時間 15分

3名

,

.

怖名

土,日・祝臼・国民の休日・他会社が指定した日

1箇丹にっいて 100時問未満でなけれぱならず、かっ2飾珂から6箇月までを平均して30時闇を超過しないこと。団

(チェックポックスに要チェック)

360時間

ーー「.ー,"」L、.」戸,「,11.闘」.」^.".".」卜L^◆^^,,戸,^,、「、戸,戸,ト,戸罰戸

360時聞

360時問

胎名

土,日・祝日・国民の休日,他会社が指定した日

所定休日
(任意)

劣'{新C 、るこーとができる怯定

休日における始業及び慈業の時刻

1か月3日

一→」」"r『r-ー"J"」",、"J"、」"」ト」▲」ι"ι""""",],1"]ι"ι"『、、"ー".、」1」L"」^巨一ι」」..」

土・日・祝日・国民の休日・他会社が指定した日

キ

生

,

ー"一」」,1-"、」""「.""1.""]"".]"]]」、"""]」L"^"ー"、.ト」一,」、"闘.]」.」

キ

,

労働させることができる

怯定休日の日数

凍則 8:00-16:45
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様式第9号の2 (第 16 条第1項関縣)(裏面)
(記載心1尉

1 「業務の種類」の棚には、時間外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、労勘
基準法第託条第6項第1号の健康上特に有害な業務にっいて協定をした場合には、当該拠務を他の業
務と区別して記入すること。なお、業務の種類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化すること
により漸該業務の仰囲を明確にしなければならないことに留意すること。

2 「労働者数(満W歳以上の者)」の欄には、時問外労鋤又は休日労働をさせることができる労働者の
数を記入すること。

3 「延長することができる時問数」の煽の記入に当たっては、次のとおりとすること。1】寸f拐数は労働基
難法第噐条から第噐条の5まで又は捷卯条の規定により労働させることができる最長の労働Rザ問
(以下「法定労働時問」という。)を超える時脇数を記入すること。なお、本欄に記入する"寸問数にかか

わらず、時問外労働及び休日労働を合算した時問数が1箇月にっいて 100時問以上となった場合、及び
2箇月から6箇月までを平均して帥時問を超えた場合には労働基準法違反(同法第 H9飛の規定によ
り6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)となることに留意すること。
(1)「1日」の欄には、法定労働時問を超えて延長することができる時問数であって、 1日にコいて

の延長することができる限座となる時問数を記入すること。なお、所定労楙時問を超える時問数に
つぃても協定する場合においては、所定労仞」時問を超える時問数を併せて記入することができる0

(2)「1箇月」の欄には、法定労揃時開を超えて延長することができる時問数であって、「1年」の
欄に記入する「起卸日」において定める日から1箇月ごとにっいての延長することができる隈度と
なる時問数を心時問(対象期問が3飾月を超える1年単位の変形労鋤時問制により労働する者に
つぃては、此時問)の韓囲内で記入すること。なお、所定労働時問を超える時問数にっいても協定
する場合においては、所定労働時問を超える時問数を併せて記入することができる0

(3)「1年」の棚には、法定労働時問を超えて延畏することができる時問数であって、「起罪日」に
おいて定める日から1年にっいての延長することができる限度となる時問数を3印時問(対象期問
が3箇月を超える1年単位の変形労鋤時問制により労働する者にっいては、噐0時問)の範囲内で
紀入すること。なお、所定労働時間を超える時闇数にっいても協定する場合においては、所定労働
11寺倒を超える時冏数を併せて記入することができる.

4 ②の欄は、労働基準法第詑条の4の規定による労働時問により労働する労働者(対象期問が3箇月を超
える1年単位の変形労働時朋制により労働する者に隈る。)にっいて記入すること0 なお、延長すること力
できる時問の上限は①の欄の労働者よりも短い(1箇月42時問、 1年噐0時問)ことに留,ばすること0

5 「労働させることができる法定休日の日数」の棚には、労働基準法第 35 条の規定による休日(1週1休
又は4週4休であることに懐意すること。)に労働させることができる日数を記入すること0

6 「労働させることができる法定休日における始業及び終拠の時刻」の欄には、労働基準法第 35 粂の規疋
による休日であって労勸させることができる日の始撰及び共業の時刻を記入すること0
労働基準法第36条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックポツクスにっいて、「2笥7

冉から6衞月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、迎絖した2箇月から6箇月までの期問を拍すこ
とに留意すること。また、チェックポックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに昆
意すること。

8 仙定にっいては、労働者の過半数で組織する労働組合が逝る場合はその労働組合と、労勧壱の過半数で
組織する労鋤組合がない塀合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過牛数を代
表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基準法第U灸第2号に規定する監
督又は管理の地位にある者でなく、かっ、同法に規定する餉定等をする者を避出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手絖により選出された者で商って、使用者の意向に基づき匙出Cれ
たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること・

9 ホ様式をもって糊定とする場合においても、協定の当事者たる労使双方の合意があることが、協定上明
らかとなるような方法により締結するよう留意すること。

10 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合、必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない。

(備寺)

労働遊準法施行規則第24条の2第4項の規定により、労働基準法第諦条の2第2項の脇定("業場外
で従事する業務の遂行に通常必要とされる時問を協定する場合の当該協定)の内客を本様式に付記して届
け出る場合においては、事業場外労勵の対象業務にっいては他の業務とは区別し、亊業場外労働の対象業
務である旨を括弧沓きした上で、「所定労似時問」の欄には当該業務の遂行に通常必要とされる時問を括弧
霄きすること。また、「搦定の有効姻問」の欄には那業場外労働に関する協定の有効期間を括弧轡きするこ
と.



様式第9号の2 (第 16 条第1項関係)

臨時的に限度時問を超えて労働させることができる場合

算・決算関連業務、業務期限の迫った重要な社外対応

(顧客、行政機関等)その他臨時に対応が必要となる業務

1戒装置の突発的故障修理への対応業務、原材料及び

製品バランスへ影のある突発トラブルへの対応業、事故・災害へ

対応、プロジエクト業務におけるビーク時対応、その他断時に対応

ξ必要となる業務

限の迫った重要な社外対応(顧客、行政機関等)

の他臨時に対応が必要となる業務

時問外労働

休日労働

隈度時問を超えて労働させる場合における手絖

業務の種類

限度時問を超えて労働させる労働者に対する健康及び
福祉を確保するための措置

に関する協定届(特別条項)

労働者数

(柳.歳)(川の")

事務関係業務

協定の成立年月日

協定の当事者である労働組合(事業場の労働者の過半数で組織する労働組合)の名称又は労働者の過半数を代表する者の 0

協定の当事者(労働者の過半数を代表する者の場合)の選出方法(投票による選挙)
上記協定の当事者である労働組合が事業場の全ての労働者の過半数で組織する労働組合である又は上記協定の当箏者である労働者の過半数を代衷する者が事業場の全ての労働者の過半数を代表する者であること001

チェックボックスに要チェック)

かにして実施さ投票、挙手等の方法による手同法に規定する協定等をする者を選出することを明

上記で定める時問数にかかわらず、時問外労働及び休日労働を合算した時問数は、

1日

(任意)

生産関係業務

延長することができる時問数

松定労働時問を

超える時冏数

ビジ祢サ冨・ト業務

(受付・'件業・ 1"'1

その他)

上記労働者の過半数を代表する者が、労働基準法第41条第2号に規定する監督又は管理の地位にある者でなく、かっ,
続により選出された者であって使用者の意向に基づき選出されたものでないこと。団(チェックボックスに要チェック)

20記年3月4日

所定労働時問を

超える時問数

(任意)

1箇月

印,剖外労働長び休1.1,力働を介算ノ'・,●1川数

働者代表に対する事前申し入れ(協:淘

(只体的内容)(該当する将1})

①対裁労働者への医師(産業医)による面捌旨導の実施
①⑤⑨ ⑨産業医等による助言指導を受け又は労働者に産業医等による保健指導の実施

延長するこができる時問数

及び休 n 労働の時問数

→,・える時問数と休Π1える時間数と休Ⅱ冗た労働に飢とが→きる1,1数える時問数と休Π:える時間数と休Ⅱ冗た労動に'
ι6剖以内に融る)労働の時間数をA:労働の時間数を介"1

算した時問数:算した時問数
(任意)

20記年3月4日

(*)但し、延長時問が1ケ月45時間を超えた場合の割増

木日労働は35中0)

100"寺m明、満に殴1 }

遅望壁ン
＼4二、ム

1年
(時問外労勘のみの時問数。

720時間以内に限る。)

起算日
2022年4月1日

{年1】 11}

延長することができる時問数

.

1飾月にっいて 100時問未満でなけれぱならず、かっ2箇月から6箇月までを平均して80時問を超過しないこと。団

(チェックポックスに要チェック)

怯定労働時問を

超える時問数1

25ψ0(*)

.

金率は25中0、 60時間を超える場合には割増金率は50% 6去定・法定外ともし

259、0(*)

所定労出時問を

越える時間数

(任意)

25ψ0(*)

'度時問を超

えた労働に係

る割則賃金*

⑤対数労働者の動務状況及びその{建康状態に応じ健康診断を実施

毛}

ノ'

使用者

259'0(*)

職名

氏名

25,'0(*)

広島オフィスマネジャー

長嶺颯

259・0(*)



様式第9号の2 (第 16条第1頂関係)(裏面)
儒西卿酬尋)

1 労働基準法第 36 条第1項の協定において同条第5項に規定する事項に関する定めを締結した場合に
おける本様式の記入に当たっては、次のとおりとすること。
(1)「臨時的に限度時問を超えて労働きせることができる場合」の欄には、当該那業場における通常
〒見することのできない業務是の火幅な増加等に件い廓時的に隈度時開を超えて労働させる必要が
ある卸合をできる限り具体的に記入すること。なお、業務の都合上必要な場合、業務上やむを得ない
場合等恒常的な長時問労働を招くおそれがあるものを記入することは認められないことに留意する
こと。

(2)「業務の種類」の欄には、時問外労働又は休日労働をさせる必要のある業務を具体的に記入し、
労働1'伊蛾去第 36 条第6項第1号の健康上特に有害な業務にっいて協定をした場合には、当該業務を
他の業務と区別して記入すること。なお、業務の樋類を記入するに当たっては、業務の区分を細分化
することにより当該業務の範囲を明硫にしなけれぱならないことに留意すること。

(3)「労働者数(満玲歳以上の者)」の欄には、時問外労働又は休日労働をさせることができる労働
者の数を記入すること。

(4)「起算日」の棚には、本様式における「時冏外労働・休日労働に関する協定届」の起算日と同じ
年同日を紀入すること。

(5)「延長することができる時問数及び休日労倒の時問数」の烱には、労働基準法第噐条から第噐
条の5まで又は第卯条の規定により労働させることができる最長の労働時闇(以下「法定労働時闇」
という。)を超える時問数と休日労働の時問数を合算した時問数であって、「起算日」において定める
日から1箇月ごとにっいての延長することができる限皮となる時問数を W0時問未満の範囲内で'
入すること。なお、所定労働時問を超える時問数にっいても協定する場合においては、所定労働時間
を超える時問数と休日労働の時問数を合鉾した時問数を併せて記入することができる0

「延長することができる時問数」の欄には、法定労働時問を超えて延長することができる時問数
を記入すること。「1年」にあっては、「起算日」において定める冒から1年にっいての延長すること
ができる限度となる時問数をπ0時澗の範囲内で記入すること。なお、所定労働時冏を超える時問数
にっいても鴇定する場合においては、所定労働時問を超える時問数を併せて記入することができる0

なお、これらの湘に記入する時問数にかかわらず、時間外労働及び休日労働を合算した時問数が1
箇月にっいて 100時問以上となった場合、及び2箇月から6箇月までを平均して 80時問を超えた場
合には労働基準法違反(同法第Ⅱ9条の規定により6箇月以下の懲役又は30万円以下の罰金)とな
ることに留意すること。

(6)「限座時問を超えて労働させることができる回数」の欄には、限座時開(1箇月45時問(対象
捌開が3筒月を超える1年単位の変形労働時問制により労働する者にっいては、此時問))を超えて
労働させることができる回数を6回の純囲内で記入すること。

(フ)咋R度時問を超えた労勧に係る割地賃金辞司の鯏には、限塵時問を超える時問外労働に係る割増
賃金の率を紀入すること。なお、当該割増賃金の率は、法定割増賃金率を超える率とするよう努める
こと。

(8)Ⅱ堤度時問を超えて労働させる場合における手続」の淵には、仙定の締結当事者問の手続として、
「協識」、「通告」等具体的な内容を記入すること。

「隈座時問を超えて労働させる労働者に対する健康及び福祉を硫保するための措靴」の欄には、( 9 )

以下の番号を「(該当する器号)」に選択して記入した上で、その呉体的内容を「(具体的内容)」、に祀
入すること。

①労働時問が一定時問を超えた労働者に医師による而接指導を実施すること。
②労働基準法第37条第4項に規定する時刻の問において労勵させる回数を1箇岡にっいて一定回

数以内とすること。

③終業から始業までに一定時問以上の継続した休息時問を確保すること0
④労働者の勤務状況及びその健康状態に応じて、代峨休日又は特別な休暇を付与すること、
⑤労働老の勤務状況及びその健康状態に応じて、健康診断を実施すること0

⑥年次有給休暇にっいてまとまった日数連絖して取得することを含めてその取得を促進すること0
⑦心とからだの健康問題にっいての相談窓口を設置すること。
⑧労働者の勤務状況及びその健康状態に配廟し一必要な場合には適切な部署に配置転換をすること0
⑨必要に応じて、産業医等による助言・指導を受け、又は労働者に産業医等による保健指導を受けさ

せること。

⑩その他

2 労働基染法第36条第6項第2号及び第3号の要件を遵守する趣旨のチェックポツクスにっいて、「2箇
月から6箇月まで」とは、起算日をまたぐケースも含め、述続した2箇月から6箇月までの鄭問を拓すこ
とに留意すること。また、チェックボックスにチェックがない場合には有効な協定とはならないことに留
意すること。

3 協定にっいては、労働者の過半数で組織する労働組合が商る場合はその労勧組合と、労働者の過半数で
組織する労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者と協定すること。なお、労働者の過半数を代
表する者は、労働基準法施行規則第6条の2第1項の規定により、労働基雄法第41条第2号に規定する監
督又は管理の地位にある者でなく、かっ、同法に規定する協定等をする者を選出することを明らかにして
実施される投票、挙手等の方法による手続により選出された者で南って、使用者の意向に基づき選出され
たものでないこと。これらの要件を満たさない場合には、有効な協定とはならないことに留意すること0
また、これらの要件を満たしていても、当該要件に係るチェックポックスにチエツクがない場合には、届
出の形式上の要件に適合していないことに留意すること。

4 本様式をもって協定とする場合においても、始定の当引北者たる労使双方の合意が商ることが、偽定上明
らかとなるような方法により締結するよう留意すること。

5 本様式で記入部分が足りない場合は同一様式を使用すること。この場合,・必要のある事項のみ記入する
ことで差し支えない.

(織老)

1 労働基準法第認条の4第5項の規定により、労使委員会が設置されている事業場において、本様式を
労使委員会の決議として届け出る場合においては、委員の5分の4以上の多数による議決により行われた
ものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入した用紙を別途提出することとし、本様式中「協定」
とあるのは「労使委員会の決議」と、「協定の当事者である労働組合」とあるのは「委員会の委員の半叡に
つぃて任姻を定めて指名した労働組合」と、「協定の当事者(労働者の過半数を代表する考の場合)の選出
方法」とあるのは「委員会の委員の半数にっいて任期を定めて指名した者(労働者の過半数を代表する者
の場合)の選出方法」と読み秘えるものとする。なお、委員の氏名を記入するに当たっては、任期を定め
て指名された委員とその他の委員とで区別することとし、任期を定めて指名された委員の氏名を記入する
に当たっては、同条第2項第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合において
はその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者
に任期を定めて指名された委員の氏名を記入することに留意すること。

2 労働時問等の設定の改善に関する特別措鐙法第7条の規定により、労働時間等設定改善委員会が股賀き
れている事業場において、本様式を労働時問等設定改善委員会の決擬として届け出る場合においては、委
員の5分の4以上の多数による議決により行われたものである旨、委員会の委員数、委員の氏名を記入し
た用紙を別途提出することとし、本様式中「鴇定」とあるのは「労働時澗等設定改善委員会の決継」と、
「協定の当事者で商る労働組合」とあるのは「委員会の委員の半数の推繭者である労働組合」と、「協定の
当事者(労働者の過半数を代表する者の堤合)の選出方法」とあるのは「委員会の委員の半数の推荊者(労
鋤者の過半数を代表する者の場合)の選出方法」と読み特えるものとする。なお、委員の氏名を記入する
に当たっては、推薦に基づき指名された委員とその他の委員とで区別することとし、推繭に基づき指名さ
れた委員の氏名を記入するに当たっては、同条第1号の規定により、労働者の過半数で組織する労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労勧者の
過半数を代表する者の推薦に基づき指名された委員の氏名を記入することに留意すること。


